
金融サービス利用者相談室における相談事例等 

平成25年１月29日（火） 

金融庁 

資料１ 



金融サービス利用者相談室の概要 

○金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政  

 に有効活用するため、平成１７年７月に設置。 

 

○金融サービスに関する利用者からの金融庁への質問・相談・意見等に、消費者相  

 談のノウハウや金融の専門的知識を有する金融サービス相談員を配置し、一元的 

 に対応。 

 

○金融機関と利用者の間の個別取引に係るあっせん・仲介・調停は行わず、業界団 

 体等の紹介や論点整理等のアドバイス。 

 

○相談内容・対応状況等は体系的に記録・保管するとともに、関係部局に回付し、企 

 画立案・検査・監督等において活用。 

 

○金融サービス利用者相談室長を金融トラブル連絡調整協議会メンバーとし、相談 

 室の活動状況について適宜報告を行うほか、メンバーである業界団体・自主規制 

 機関、消費者行政機関等と意見・情報交換。 

 

○相談件数や主な相談事例のポイント等について、当庁ウェブサイトで四半期ごと 

 に公表（別紙）。 
１ 





代表的な相談事例 

 

  
 ○事例 

  劇場型（※）・代理購入型詐欺に関して、「発行会社から社債購入を勧誘するパンフ 

  レットが届き、無登録業者から、あなたがこの会社の社債を購入してくれたら、３倍で 

  買い取ると言われ、指示通りに購入代金を支払った後、発行会社及び無登録業者と 

  連絡が取れなくなった。」との詐欺的な投資勧誘に関する相談等。 

  （※）複数の業者（人物）が共謀して購入させる手口。 

 

 

 ○ 社債の買取りは、通常行われていないと認識すること。また、あまりにも大きなリ 

  ターンが得られるような場合には、疑いを持つこと。 

 ○ 社債の買取りは、国に登録した証券会社等しか行うことができないため、金融庁の 

  ホームページ等で登録の確認を行うこと。 

 ○ 電話による投資勧誘については、勧誘者の電話番号と勧誘者が提供しているＨＰ 

  情報との照合など、可能な限り事前に勧誘者が信用できる者か否か確認を行うこと。 

 
３ 

当該事例についての注意点 

① 劇場型・代理購入型詐欺に関する相談事例 

（１）投資 



 ○事例１ 

  投資信託の購入にあたって、金融機関の担当者は「投資信託を○○万円分購入して 

  いただければ毎月配当金が○○万円もらえます。3年で○○万円の配当金を受取れ 

  ます。」と配当金がたくさん出ると利点を強調したが、一回目の配当金が少額しかもら 

  えず、いろいろ調べたところ、元本を取り崩していく特別配当金であることが分かった。 

 ○事例２ 

  妻が資金を定期預金に預けるつもりで銀行を訪れたところ、銀行員に外国投資信託 

  を勧められ、それまで投資経験は無かったが、資金の半分以上で当該投資信託を契 

  約。円高等の影響で半年もしないうちに想定以上に値段が下がった。 

 ○事例3 

  銀行で円高になった場合にはドル通貨で償還される投資信託を購入した。実際にド 

  ル通貨で償還されたことからドル通貨で払戻しをしようとしたところ、円に両替しない 

  と現金の払い戻しができないと言われたが、このままでは両替手数料が掛かってしま 

  う。 

 

 

 ○ 投資信託の購入時においては、分配金の話、その商品に内在するリスク（為替及 

  び手数料）等について十分な確認を行うこと。 ４ 

当該事例についての注意点 

基本的な金融知識・態度・行動 

② 投資信託に関する相談事例 



○ あまりにもリターンが大きい等、うまい話には疑いを持ち、決して購入しないこと。 

 

○ そもそも投資にあたっては、短期的な利益の追求を目指すのではなく、将来に備え、 

  堅実なリターンを目指すこと。 

 

５ 

基本的な金融知識・態度・行動 



 

 
 
 

 「類似の保険商品を複数社と契約しており、実際に保険金を請求したところ、Ａ社では支 
払われたが、Ｂ社では支払われなかった。」といった相談等や、「同じ給付事由にも関わら 
ず、Ａ社とＢ社で給付金額が異なっている」など、医療保険の手術給付金や入院給付金に 
関する相談等。 
 
 

 ○ 「医療保険」等の類似の商品名称であっても、保障内容は各社で異なることを認識 
  すること（例えば、手術給付金については、レーシック手術等の一部の手術は保障対 
  象から除外されている等、除外項目は各社によって異なる。）。 
 ○ 同じ手術であったとしても、各社により給付金額は様々。契約時にしっかりと約款を 
  確認し、保障内容を正しく理解することが重要。 
 
 

 
 ○ 何のリスクに備え、またいくらぐらい備えておくべきか、自ら整理・判断し、契約内容 
  をよく確認すること。 
 

 ６ 

当該事例についての注意点 

基本的な金融知識・態度・行動 

保険の代表的な相談事例 

保障内容に関する相談事例 

（２）保険 














